
令和3年4月21日
民生環境常任委員協議会

環境部環境政策課

１６８

①  役員等の中に地球温暖化対策に関する知識を有する者がいるか。 (配点：10点×6＝60点） ４８

　基礎点 １２

　役員等の中に地球温暖化防止活動推進員（県、青森市）がいる。 １２

　役員等の中に地球温暖化コミュニケーターがいる。 １２

　役員等の中にＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合性能評価システム）評価員がいる。 １２

　役員等の中に地球温暖化対策に携わる大学教員等がいる。 ０

 ②  事業実施のための組織体制は十分か。 (配点：10点×6＝60点） ６０

 基礎点 ２４

 組織の活性化に資する取組（方針決定のための会議等）が行われている。 １８

 事務局員の資質向上に資する取組（外部研修派遣等）が行われている。 １８

 ③  専任の事務局員がいるか。 (配点：10点×6＝60点） ６０

 基礎点（専任の事務員 １名） ３６

 専任の事務員　２～３名 ０

　　〃　　　　４名以上 ２４

８４

①  会費収入等自主財源は十分か。 (配点：10点×6＝60点） ２４

 基礎点 ２４

 会費収入で前年比１０％未満の増がある場合 ０

　　〃　　前年比１０％以上の増がある場合 ０

② 　事業実施に要する機材等を有しているか。 (配点：10点×6＝60点） ６０

　基礎点（電話、ＦＡＸ、コピー機、パソコンを有している） ３６

　プロジェクター、スクリーン、普及啓発や教育に係る独自の教材やツールなどがある。 ２４

第３期青森市地球温暖化防止活動推進センター　審査結果

評価項目 合計

１．事務遂行能力 (配点：30点×6＝180点）

２．財務 (配点：20点×6＝120点）
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評価項目 合計

１４４

① 　これまでに地球温暖化対策に資する活動実績があるか。 (配点：30点×6＝180点） １４４

　基礎点　ア　普及啓発活動 ２４

    〃    イ　人材育成 ２４

    〃    ウ　調査・研究 ２４

　活動　１～４回　ア　普及啓発活動 ０

　       〃       イ　人材育成 １８

　       〃       ウ　調査・研究 １８

　活動　５回以上　ア　普及啓発活動 ３６

　       〃       イ　人材育成 ０

　       〃       ウ　調査・研究 ０

１１１

① 　地球温暖化及び地球温暖化対策を正しく理解しているか。 (配点：10点×6＝60点） ５７

　基礎点 ２４

　地球温暖化のメカニズムや国・市等の対応状況が記述されている。 １５

　青森市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の内容（温室効果ガス削減目標等）について記述されている。 １８

② 　市センターの役割を正しく理解しているか。 (配点：10点×6＝60点） ５４

　基礎点 ２４

　法第３８条第２項の規定を踏まえた記述となっている。 １５

　市との連携について具体的に記述されている。 １５

５．事業計画　(配点：100点×6＝600点） ４９０

① 　市の委託事業以外にも民間団体や企業と連携した事業を企画しているか。 (配点：20点×6＝120点） ８４

　基礎点 ４８

　市の委託事業以外にも民間団体や企業と連携した事業を１～３回企画している。 ３６

　市の委託事業以外にも民間団体や企業と連携した事業を４回以上企画している。 ０

② 　事業内容は具体的か。(配点：20点×6＝120点） １１４

　基礎点 ４８

　何をどのように実施するかわかりやすく記載されている。 ３０

　誰もが取り組みやすい内容である。 ３６

③ 　アイディアが含まれているか。(配点：10点×6＝60点） ４０

　新規性や創意工夫がある程度認められる場合 ２０

　新規性や創意工夫が特に認められる場合 ２０

④ 　実際に結果が期待できる取組となっているか。(配点：10点×6＝60点） ４２

　基礎点 ２４

　具体的な算定根拠がある場合 ９

　見える化などの顕著な効果が期待できる場合 ９

３．活動実績　(配点：30点×6＝180点）

４．応募理由・動機　(配点：20点×6＝120点）
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評価項目 合計

⑤ 　県・市町村、他のＮＰＯ等との連携を考慮しているか。(配点：10点×6＝60点） ６０

　基礎点 ２４

　県と連携する内容となっている。 １２

　市町村と連携する内容となっている。 １２

　他のＮＰＯ等と連携する内容となっている。 １２

⑥ 　地球温暖化防止活動推進員との連携を考慮しているか。(配点：10点×6＝60点） ６０

　基礎点 ２４

　推進員と連携する内容となっている。 １８

　推進員の育成につながる内容となっている。 １８

⑦ 　事業費は適切か。(配点：10点×6＝60点） ４８

　基礎点 １２

　人件費が事業費の５割未満の場合 ０

　必要以上の過大積算（単価、回数等）が認められない場合 １２

　多額の備品購入費が含まれていない場合 １２

　団体運営費に直接つながる経費（事務所賃貸料等）が含まれていない場合 １２

⑧ 　事業スケジュールに無理はないか。(配点：10点×6＝60点） ４２

　基礎点 ２４

　取組項目毎の具体的なロードマップがある場合 １８

９９７

事
業
計
画

合計（満点：200点×6＝1,200点）
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